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参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

敷地面積
建物面積
（木造）

745.48㎡
建物面積

（非木造）
19,436.14㎡

基
本
情
報

代表地番 松江市上乃木十丁目4 - 1 財産分類 行政

用途地域 調整区域 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

施設№ 329003

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 松江総合運動公園 所管課 スポーツ課・公園緑地課

新旧耐震の
別

耐震診断 耐震診断実施済（Is値0.79）

設置目的
(運動施設)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市住民が、特に運動することを目的につくられた公園

避難所
指定

有

主要建物の
構造

主要建物の
地上階数

3
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

主要建物の
建築年月日

主要建物の
耐用年数

38年
主要建物の
経過年数

44年

借受面積
（土地）

借受面積
（建物）

土地・建物
の借受元

借受期間 借受料

施設概要 競技場、野球場、ﾃﾆｽｺｰﾄを供する総合運動公園（野球場、ﾃﾆｽｺｰﾄはﾅｲﾀｰ設備あり）、都市公園

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市都市公園条例（有料施設）

根拠法令 都市計画法第四条第六項

旧耐震

鉄骨鉄筋コンク
リート造

S56.3.31

指定
管理料

68,890,386

うち指定管理料 68,890,386
光熱水費
負担金

725,254 委託料 22,848,363 利用料 27,767,465

委託料等 82,761,974
貸付料等

財産運用収入
1,865,531 人件費等 35,318,903

68,890,386円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 88,993 【支出】 【収入】

常駐職員 有 指定期間 R3.4.1 R8.3.31 指定管理料

4,433,462

収入額合計 100,029,851

燃料 寄付金 燃料 793,068

上下水道 分担金等 上下水道 6,448,041

光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 150,418 諸収入 3,372,000

電気 国・県補助金 153,611,461 電気 17,150,781

支出合計 497,512,588

補足事項

1号駐車場拡張工事、2号駐車場拡張工
事、防災倉庫建設工事、非常用照明灯設
置・照明灯増設工事、忍者トリデ修繕工
事、法面対策工事等【指定管理料・収
支】こどもスポーツ広場と一括管理のた
め、収支の一部を計上しています。

収 支（円） -263,721,349
住民1人あたりの

年間負担額 1,365円/人

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（公募） 指定管理者 株式会社ＭＩしまね

その他経費 4,282,290 収入合計 233,791,239 支出合計 102,508,851

収 支 -2,479,000 

財産借受料 諸収入 その他経費 15,365,815

修繕費等 410,468,324 地方債 77,500,000 修繕費

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

利用実績 188,780 62.0%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

利用率

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

311,954.00㎡
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参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

H20.9.4

施設№ 129038

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 こどもスポーツ広場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市上乃木十丁目4 - 1 財産分類 行政

0.00㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
722.00㎡

34年

委託料等 31,900
貸付料等

財産運用収入

主要建物の
構造

主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

常駐職員 無 指定期間

借受面積
（土地）

施設概要 屋根付き運動広場（フットサルコート）

設置条例

土地・建物
の借受元

公園緑地課（松江総合運動公園敷地） 借受期間

借受面積
（建物）

新耐震

鉄骨造

株式会社ＭＩしまね

R3.4.1 R8.3.31 指定管理料 0円

上下水道 収入額合計 2,120,865

ガス 基金繰入金 ガス

利用料 2,120,865

国・県補助金 電気
光熱水費
負担金等

光熱水費
負担金

委託料

利用率

人件費等 施設使用料

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（公募） 指定管理者

【市直接支出】

公
共
施
設
適
正
化

支出合計 31,900

その他経費 収入合計 0 支出合計

分野別改善
の方向性

利用実績 8,190 46.0%

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

諸収入

上下水道 分担金等

0

財産借受料 諸収入

燃料

主要建物の
経過年数

16年
避難所
指定

無

無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積

主要建物の
建築年月日

主要建物の
耐用年数

用途地域 調整区域 施設の分野

新旧耐震の
別

耐震診断

借受料

【市直接収入】

【支出】 【収入】

人件費等
指定

管理料

うち指定管理料

電気

収 支 2,120,865

補足事項

【指定管理料・収支】松江総合運動
公園と一括して管理しているため、
松江総合運動公園に収支の一部を計
上しています。

収 支（円） -31,900
住民1人あたりの

年間負担額 0円/人

その他経費

修繕費等 地方債 修繕費

燃料 寄付金
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参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 329004

所管課 スポーツ課・公園緑地課

基
本
情
報

財産分類

用途地域 第一種低層住居専用地域 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

144,244.43㎡ 114.39㎡

S63.1.1
主要建物の
耐用年数

17年 37年
避難所
指定

有

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

根拠法令

新旧耐震の
別

耐震診断

借受面積
（建物）

運営形態

設置条例

土地・建物
の借受元
借受面積
（土地）

主要建物の
建築年月日

主要建物の
経過年数

主要建物の
構造

主要建物の
地上階数

行政

敷地面積

木造

建物面積
（木造）

建物面積
（非木造）

常駐職員 無 指定期間 R5.4.1 指定管理料 0円

代表地番 松江市西川津町3386 - 1

借受料

無し

設置目的
(運動施設)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市住民全般の利用を考えた公園

松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市都市公園条例（有料施設）

都市計画法第四条第六項

借受期間

16円/人

利用実績 8,296 20.0%

管
理
運
営
情
報

施設使用料

上下水道 144,512 分担金等 上下水道

光熱水費
負担金等

基金繰入金 ガス 諸収入

電気 359,572 国・県補助金 電気

収入額合計 1,164,570

3,106,391

その他経費 50,000 収入合計 47,393 支出合計 0

1,164,570

財産借受料 諸収入 その他経費

修繕費等 1,085,700 地方債 修繕費 収 支

支出合計

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

公
共
施
設
適
正
化

新耐震

20.86㎡

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 楽山公園

利用率

委託料等 1,466,607
貸付料等

財産運用収入
46,353

うち指定管理料 委託料

ガス

R8.8.31

施設概要 野球場、テニスコート、都市公園

収 支（円） -3,058,998 補足事項

法面保護対策工事
【指定管理者料・収支】総合体育館
と一括して管理しているため、総合
体育館に収支の一部を計上していま
す。

住民1人あたりの
年間負担額

直営及び指定管理 指定管理者 公益財団法人松江市スポーツ・文化振興財団

1,040 【支出】 【収入】

人件費等
指定

管理料

寄付金 燃料燃料

光熱水費
負担金

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等

利用料 1,164,570
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参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

常駐職員

運営形態 指定管理（公募） 指定管理者

土地・建物
の借受元
借受面積
（土地）

主要建物の
構造

主要建物の
地下階数

新旧耐震の
別

耐震診断

屋外施設（スポーツ施
設）

主要建物の
建築年月日

主要建物の
経過年数

人件費等

光熱水費
負担金

821,195

R8.3.31

借受料

0.00㎡
借受面積
（建物）

施設№

31年

諸収入 709,815

分担金等 上下水道 1,236,444 収入額合計 2,406,805

ガス 基金繰入金 ガス 1,035,085

松江海洋センターに含む

14,220,850
指定

管理料

光熱水費
負担金等

上下水道

人件費等

うち指定管理料 委託料 5,361,727 利用料 1,696,990

電気 2,844,044

支出合計 28,202,382

分野別改善
の方向性

【指定管理者料・収支】松江海洋セ
ンターと一括して管理しているた
め、松江海洋センターに収支の一部
を計上しています。

利用実績 10,752 35.5%

-25,795,577 

燃料 寄付金 燃料 4,392

収 支

補足事項

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

利用率

129006

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 秋鹿なぎさ公園 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市岡本町1048 - 1 財産分類 行政

用途地域 調整区域 施設の分野

敷地面積 4,097.15㎡
建物面積
（木造）

24.00㎡
建物面積

（非木造）
1,168.00㎡

H10.10.2 26年
避難所
指定

無

鉄骨造
主要建物の
地上階数

2 無し
保険
加入

加入

無し

設置目的
スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 道の駅一体型マリンスポーツ施設

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

主要建物の
耐用年数

無し 借受期間 0円

新耐震

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

株式会社　ＳＫＳＳ

有 指定期間 R3.4.1 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 23,338,255
貸付料等

財産運用収入
1,914,862

財産借受料 諸収入 その他経費 3,065,563

修繕費等 8,226,500 地方債 7,600,000 修繕費 434,277

電気 国・県補助金

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

収 支（円） -22,581,307
住民1人あたりの

年間負担額 117円/人

支出合計 32,917,364

その他経費 1,352,609 収入合計 10,336,057
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参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

R8.3.31

借受料

0.00㎡
借受面積
（建物）

主要建物の
地上階数

用途地域 調整区域 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 59,102.23㎡
建物面積
（木造）

16.80㎡
建物面積

（非木造）
336.39㎡

主要建物の
建築年月日

1,872,509円

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 松江市ニュースポーツ公園 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

H15.4.14
主要建物の
耐用年数

30年
主要建物の
経過年数

21年
避難所
指定

無

常駐職員 有 指定期間 R4.4.1 指定管理料

ガス 諸収入 135

燃料

借受面積
（土地）

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者

新旧耐震の
別

主要建物の
構造

主要建物の
地下階数

代表地番 松江市東長江町927 財産分類 行政

松江市ニュースポーツ公園管理組合

収入額合計 4,636,904

利用料

上下水道 分担金等

収 支（円） -3,276,847
住民1人あたりの

年間負担額 17円/人

支出合計 7,795,755

その他経費 1,189,809

修繕費 431,694

諸収入 その他経費 733,710

修繕費等 地方債 4,250,000

人件費等 施設使用料

寄付金 燃料 62,036

10,718 利用率

上下水道 272,431

ガス 基金繰入金

300,000

委託料等 6,605,946

電気 国・県補助金

46.2%

財産借受料

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

施設№ 129007

軽量鉄骨造 2 無し
保険
加入

加入

新耐震 耐震診断 無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフが行える運動公園

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 0円

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

【市直接支出】 【市直接収入】

【支出】 【収入】

貸付料等
財産運用収入

165,367 人件費等 2,703,526
指定

管理料
1,872,509

うち指定管理料 1,872,509
光熱水費
負担金

103,541 委託料 2,764,260

電気 213,543
光熱水費
負担金等

収 支

補足事項

利用実績

収入合計 4,518,908 支出合計 4,716,940

-80,036 



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

938,300 地方債 4,800,000 修繕費 880

燃料 寄付金 燃料

上下水道 分担金等

修繕費等 収 支

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 鹿島片句運動場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市鹿島町片句483 - 2 財産分類

人件費等 施設使用料

R7.3.31

運営形態

常駐職員 鹿島武道館に常駐 指定期間

新旧耐震の
別

うち指定管理料
光熱水費
負担金

委託料 利用料 880

電気

施設№ 129013

ガス 基金繰入金

電気

ガス 諸収入

上下水道 収入額合計 880

光熱水費
負担金等

行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 3,114.00㎡
建物面積
（木造）

23.00㎡
建物面積

（非木造）
0.00㎡

主要建物の
建築年月日

H1.3.20
主要建物の
耐用年数

15年
主要建物の
経過年数

36年
避難所
指定

無

国・県補助金

主要建物の
構造

木造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

無し

新耐震 無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 運動広場

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

借受料

耐震診断

委託料等 1,650,000
貸付料等

財産運用収入
人件費等

指定
管理料

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

収 支（円） 2,211,700
住民1人あたりの

年間負担額 -11円/人

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

指定管理（非公募） 指定管理者 鹿島スポーツ協会

R3.4.1 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

【支出】 【収入】

支出合計 2,588,300

その他経費 収入合計 4,800,000 支出合計 0

財産借受料

補足事項

【指定管理料・収支】鹿島武道館及
び鹿島御津地区体育館と一括して管
理しているため、鹿島武道館に収支
の一部を計上しています。

利用実績 99 利用率 4.1%

諸収入 その他経費



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

利用料 2,498,350

運営形態

常駐職員

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 鹿島グラウンドゴルフ場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市鹿島町北講武908 - 2

貸付料等
財産運用収入

28,201 人件費等 2,671,258

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

指定
管理料

1,290,000

収 支（円） -1,769,358
住民1人あたりの

年間負担額 9円/人

管
理
運
営
情
報

指定管理（非公募）

うち指定管理料

指定管理者 鹿島町グラウンド・ゴルフ協会

光熱水費
負担金

27,497 委託料

委託料等 1,290,000

国・県補助金 電気

修繕費等 498,047

補足事項

利用実績 9,852 利用率 66.2%

寄付金

諸収入

0

諸収入 その他経費 818,652

指定管理料R10.3.31

電気

上下水道 分担金等

有 指定期間 R6.4.1 1,290,000円

【市直接支出】 【市直接収入】

1,290,000

その他経費 37,009 収入合計 55,698 支出合計 3,788,477

施設№ 129017

行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 6,125.75㎡ 51.20㎡

財産分類

主要建物の
建築年月日

H17.2.25
主要建物の
耐用年数

24年
主要建物の
経過年数

20年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

木造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

15.00㎡
建物面積
（木造）

建物面積
（非木造）

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 グラウンドゴルフ場（8ﾎｰﾙ×2面）

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

借受料

設置目的

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

支出合計 1,825,056

71,814
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 127

上下水道 50,002 収入額合計 3,788,477

燃料 66,551

収 支

財産借受料

地方債 修繕費 110,200

燃料



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

常駐職員

R6.4.1 借受料

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 玉湯野球場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市玉湯町湯町682 - 2 財産分類

収 支（円） -2,756,494
住民1人あたりの

年間負担額 14円/人

支出合計 2,815,965

屋外施設（スポーツ施
設）

施設№ 129024

敷地面積 5,046.64㎡

人件費等

行政

用途地域 調整区域 施設の分野

人件費等 施設使用料

R10.3.31 指定管理料

施設概要

設置目的

主要建物の
耐用年数

指定
管理料

791,030

光熱水費
負担金等

基金繰入金 ガス 諸収入

収 支 685,084

光熱水費
負担金

23,867 委託料

委託料等
貸付料等

財産運用収入
35,604

ガス

燃料 寄付金

上下水道 分担金等 上下水道

1,149,500 収入合計 59,471 支出合計 105,946

財産借受料 1,666,465 諸収入

建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
71.92㎡

主要建物の
建築年月日

S60.5.15 30年
主要建物の
経過年数

39年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

軽量鉄骨造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

無し

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

野球場

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

地元自治会他 借受期間 R7.3.31

借受面積
（土地）

23,985.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

1,666,465円

【指定管理者料・収支】玉湯体育館
と一括して管理しているため、玉湯
体育館に収支の一部を計上していま
す。

利用実績 9,142

791,030

燃料

修繕費 105,946

電気 国・県補助金 電気

利用率 22.6%

修繕費等 地方債

収入額合計

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

その他経費

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 松江市玉湯スポーツ協会

玉湯体育館に常駐 指定期間 R6.4.1 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

【支出】 【収入】

うち指定管理料 利用料

その他経費

補足事項



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

R6.4.1

施設№ 129032

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 八束総合運動場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

松江市八束町江島1128 - 2

人件費等 施設使用料

指定管理料R10.3.31

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令

施設概要

主要建物の
地上階数

代表地番

630,580

電気 国・県補助金 電気

光熱水費
負担金

28,990 委託料

委託料等
貸付料等

財産運用収入
28,550 人件費等

上下水道

修繕費等 253,000 地方債

寄付金 燃料

修繕費 209,000 収 支 421,580

財産借受料

ガス 基金繰入金 ガス

財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 23,230.71㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
435.00㎡

主要建物の
建築年月日

S58.10.30
主要建物の
耐用年数

50年
主要建物の
経過年数

41年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄筋コンクリー
ト造

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

野球場（ﾅｲﾀｰ設備あり）

無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 借受料 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 松江市八束公民館運営協議会

常駐職員 八束体育館に常駐 指定期間 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

【支出】 【収入】

指定
管理料

うち指定管理料 利用料

光熱水費
負担金等

諸収入

分担金等 上下水道 収入額合計 630,580

燃料

諸収入 その他経費

その他経費 収入合計 57,540 支出合計 209,000

支出合計 253,000

補足事項

【指定管理料・収支】八束体育館及
び八束テニスコートと一括して管理
しているため、八束体育館に収支の
一部を計上しています。

収 支（円） -195,460
住民1人あたりの

年間負担額 1円/人

利用実績 4,244 利用率 8.0%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

R10.3.31 指定管理料

0円
土地・建物
の借受元

島根県 借受期間 H4.7.27 借受料

設置目的

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

耐震診断

用途地域

代表地番 財産分類

32年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

木造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 無し

指定
管理料

光熱水費
負担金

35,048 委託料

委託料等
貸付料等

財産運用収入
14,168 人件費等

人件費等 施設使用料

上下水道 分担金等 上下水道

ガス 基金繰入金 ガス

電気 国・県補助金 電気

燃料

財産借受料 諸収入

修繕費等 地方債 修繕費 4,500 収 支 474,340

その他経費

施設№ 129033

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 八束テニスコート 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

松江市八束町江島1128 - 11 行政

都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 10,851.25㎡
建物面積
（木造）

50.00㎡
建物面積

（非木造）
0.00㎡

主要建物の
建築年月日

H4.7.20
主要建物の
耐用年数

22年
主要建物の
経過年数

スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 テニスコート3面（ﾅｲﾀｰ設備あり）

借受面積
（土地）

11,029.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 松江市八束公民館運営協議会

常駐職員 八束体育館に常駐 指定期間 R6.4.1 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

【支出】 【収入】

うち指定管理料 利用料 478,840

光熱水費
負担金等

諸収入

収入額合計 478,840

寄付金 燃料

収入合計 49,216 支出合計 4,500

支出合計 0

補足事項

【指定管理料・収支】八束体育館及
び八束総合運動場と一括して管理し
ているため、八束体育館に収支の一
部を計上しています。

収 支（円） 49,216
住民1人あたりの

年間負担額 0円/人

利用実績 1,475 利用率 9.0%

その他経費

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 327099

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 美保関総合運動公園 所管課 スポーツ課・公園緑地課

基
本
情
報

代表地番 松江市美保関町下宇部尾872 - 16 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 90,735.37㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
1,066.67㎡

主要建物の
建築年月日

S63.8.31
主要建物の
耐用年数

50年
主要建物の
経過年数

36年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄骨鉄筋コンク
リート造

主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的
(運動施設）スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市計画区域外の農村漁村地域の生活環境の改善を目的につくられた公園

施設概要 野球場、多目的広場、ﾃﾆｽｺｰﾄ（ﾅｲﾀｰ設備あり）多目的広場は小学校グランドとしても利用、普通公園

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市普通公園条例（有料施設）

根拠法令 社会資本整備重点計画法第二条の２第七項

土地・建物
の借受元

借受期間 借受料

借受面積
（土地）

借受面積
（建物）

【市直接収入】

人件費等 施設使用料 530,400 【支出】 【収入】

委託料等 10,081,472
貸付料等

財産運用収入
104,939 人件費等

指定
管理料

うち指定管理料
光熱水費
負担金

91,589 委託料 利用料 1,388,610

その他経費

電気 国・県補助金 電気
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入

上下水道 分担金等 上下水道 収入額合計 1,388,610

747,220

支出合計 11,391,179

補足事項

【指定管理料・収支】美保関体育館
と一括して管理しているため、美保
関体育館に収支の一部を計上してい
ます。

収 支（円） -5,714,251
住民1人あたりの

年間負担額 30円/人

利用実績 13,945 利用率 6.8%

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 1,272,700 地方債 4,950,000 修繕費 747,220 収 支 641,390

財産借受料 諸収入

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募）及び直営 指定管理者 美保関クラブ

常駐職員 美保関体育館に常駐 指定期間 R6.4.1 R10.3.31 指定管理料 0円

【市直接支出】

その他経費 37,007 収入合計 5,676,928 支出合計



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 129019

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 島根スポーツ広場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市島根町野波2376 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 31,235.89㎡
建物面積
（木造）

59.44㎡
建物面積

（非木造）
42.00㎡

主要建物の
建築年月日

S62.3.20
主要建物の
耐用年数

31年
主要建物の
経過年数

38年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄骨造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

無し

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的
スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 野球場

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 借受料 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 松江市島根体育協会

常駐職員 島根体育館に常駐 指定期間 R4.4.1 R8.3.31 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 350,351
貸付料等

財産運用収入
66,834 人件費等 102,938

指定
管理料

うち指定管理料
光熱水費
負担金

委託料 220,000 利用料 63,840

電気 国・県補助金 電気 38,273
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入 23,204

上下水道 分担金等 上下水道 38,736 収入額合計 87,044

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 33,700,700 地方債 33,700,000 修繕費 収 支 -398,366 

財産借受料 諸収入 その他経費 85,463

その他経費 収入合計 33,766,834 支出合計 485,410

支出合計 34,051,051

補足事項

【指定管理者料・収支】島根体育館
及び島根総合公園運動広場と一括し
て管理しているため、島根体育館に
収支の一部を計上しています。

収 支（円） -284,217
住民1人あたりの

年間負担額 1円/人

利用実績 2,247 利用率 9.4%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

施設№ 327100

その他経費 収入合計 1,117,721 支出合計 514,565

支出合計 7,807,921

補足事項

トイレ屋内改修工事
【指定管理料・収支】島根体育館及
び島根スポーツ広場と一括して管理
しているため、島根体育館に収支の
一部を計上しています。

収 支（円） -6,690,200
住民1人あたりの

年間負担額 35円/人

利用実績 740 利用率 6.3%

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 1,287,000 地方債 1,100,000 修繕費 収 支 -410,755 

財産借受料 諸収入 その他経費 54,997

電気 国・県補助金 電気 241,211
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入

上下水道 分担金等 上下水道 19,732 収入額合計 103,810

【支出】 【収入】

委託料等 6,520,921
貸付料等

財産運用収入
17,721 人件費等 68,625

指定
管理料

うち指定管理料
光熱水費
負担金

委託料 130,000 利用料 103,810

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市普通公園条例（有料施設）

根拠法令 社会資本整備重点計画法第二条の２第七項

土地・建物
の借受元

借受期間 借受料

借受面積
（土地）

借受面積
（建物）

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募）及び直営 指定管理者 松江市島根体育協会

常駐職員 島根体育館に常駐 指定期間 R4.4.1 R8.3.31 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 島根総合公園運動広場 所管課 スポーツ課・公園緑地課

基
本
情
報

代表地番 松江市島根町大芦1184 - 1 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 105,256.00㎡
建物面積
（木造）

76.00㎡
建物面積

（非木造）
99.60㎡

主要建物の
建築年月日

S60.3.31
主要建物の
耐用年数

15年
主要建物の
経過年数

40年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

木造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的
(運動施設)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市計画区域外の農村漁村地域の生活環境の改善を目的につくられた公園

施設概要 野球場、普通公園



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 327101

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 宍道総合公園 所管課 スポーツ課・公園緑地課

基
本
情
報

代表地番 松江市宍道町白石1405 - 1 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域内（用途指定なし） 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 158,522.15㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
1,248.48㎡

主要建物の
建築年月日

S58.10.8
主要建物の
耐用年数

38年
主要建物の
経過年数

41年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄筋コンクリー
ト造

主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的
(運動施設)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市住民全般の利用を考えた公園

施設概要 野球場、テニスコート、多目的広場、少年広場、都市公園

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市都市公園条例（有料施設）

根拠法令 都市計画法第四条第六項

土地・建物
の借受元

借受期間 借受料

借受面積
（土地）

借受面積
（建物）

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募）及び直営 指定管理者 特定非営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ

常駐職員 宍道体育センターに常駐 指定期間 R6.4.1 R10.3.31 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 5,775 【支出】 【収入】

委託料等 16,035,473
貸付料等

財産運用収入
269,954 人件費等

指定
管理料

うち指定管理料
光熱水費
負担金

77,687 委託料 利用料 2,342,400

電気 116,971 国・県補助金 18,000,000 電気
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入

上下水道 分担金等 上下水道 収入額合計 2,342,400

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 40,938,920 地方債 8,550,000 修繕費 140,800 収 支 2,201,600

財産借受料 諸収入 その他経費

その他経費 105,707 収入合計 26,903,416 支出合計 140,800

支出合計 57,197,071

補足事項

ポンプ取替緊急工事
【指定管理料・収支】宍道体育セン
ター及び宍道武道館と一括して管理
しているため、宍道体育センターに
収支の一部を計上しています。

収 支（円） -30,293,655
住民1人あたりの

年間負担額 157円/人

利用実績 15,200 利用率 13.9%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

施設№ 043004

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 八雲山村広場 所管課 農政課

基
本
情
報

代表地番 松江市八雲町西岩坂1074 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 55,974.00㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
336.30㎡

主要建物の
建築年月日

H17.3.31
主要建物の
耐用年数

38年
主要建物の
経過年数

20年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的 市民体育の向上及び心身の健全な発達を図るため

施設概要 野球場・テニスコート・多目的運動公園（本郷地区農村公園）

設置条例

松江市八雲山村広場の設置及び管理に関する
条例
松江市指定管理者の管理する農村公園の設置
及び管理する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 借受料 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 特定非営利活動法人八雲総合サービス協会

常駐職員 無 指定期間 R6.4.1 R10.3.31 指定管理料 2,474,062円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 2,474,062
貸付料等

財産運用収入
20,894 人件費等 1,751,098

指定
管理料

2,474,062

うち指定管理料 2,474,062
光熱水費
負担金

19,325 委託料 148,706 利用料 589,390

電気 国・県補助金 電気 470,549
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 45,269 諸収入

上下水道 分担金等 上下水道 440,023 収入額合計 3,063,452

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 435,600 地方債 修繕費 収 支 -1 

財産借受料 諸収入 その他経費 207,808

その他経費 収入合計 40,219 支出合計 3,063,453

支出合計 2,909,662

補足事項収 支（円） -2,869,443
住民1人あたりの

年間負担額 15円/人

利用実績 利用率 9.0%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

7,863 延べ人数



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 129022

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 八雲屋根付き多目的広場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市八雲町熊野765 - 1 財産分類 行政

用途地域 都市計画区域外 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 1,425.54㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
432.00㎡

主要建物の
建築年月日

H6.1.31
主要建物の
耐用年数

34年
主要建物の
経過年数

31年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄骨造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 屋根付き広場（ゲートボール場）

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

無し 借受期間 借受料 0円

借受面積
（土地）

0.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（公募） 指定管理者 合同会社八雲振興

常駐職員 有 指定期間 R6.4.1 R7.3.31 指定管理料 0円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 23,100
貸付料等

財産運用収入
人件費等

指定
管理料

うち指定管理料
光熱水費
負担金

委託料 利用料 92,740

電気 国・県補助金 電気
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入

上下水道 分担金等 上下水道 収入額合計 92,740

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 地方債 修繕費 収 支 90,400

財産借受料 諸収入 その他経費 2,340

その他経費 収入合計 0 支出合計 2,340

支出合計 23,100

補足事項

【指定管理料・収支】ゆうあい熊野
館及び熊野高齢者交流サロンと一括
して管理しているため、ゆうあい熊
野館に収支の一部を計上していま
す。

収 支（円） -23,100
住民1人あたりの

年間負担額 0円/人

利用実績 625 利用率 14.2%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 129041

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 東出雲グラウンドゴルフ場 所管課 スポーツ課

基
本
情
報

代表地番 松江市東出雲町錦新町六丁目8 - 1 財産分類 行政

用途地域 第一種住居地域 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 0.00㎡
建物面積
（木造）

177.90㎡
建物面積

（非木造）
14.70㎡

主要建物の
建築年月日

H13.3.31
主要建物の
耐用年数

17年
主要建物の
経過年数

24年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

木造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。

施設概要 グラウンドゴルフ場（芝8ﾎｰﾙ×1面、クレイ8ﾎｰﾙ×1面）

設置条例
松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例

根拠法令 無し

土地・建物
の借受元

資産経営課（錦新町公園敷地） 借受期間 借受料

借受面積
（土地）

借受面積
（建物）

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募） 指定管理者 東出雲町グラウンド・ゴルフ協会

常駐職員 無 指定期間 R6.4.1 R10.3.31 指定管理料 1,263,287円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 1,263,287
貸付料等

財産運用収入
35,152 人件費等 2,077,033

指定
管理料

1,263,287

うち指定管理料 1,263,287
光熱水費
負担金

45,486 委託料 利用料 2,659,450

電気 国・県補助金 電気 294,097
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 14,218 諸収入 62,857

上下水道 分担金等 上下水道 42,292 収入額合計 3,985,594

燃料 寄付金 燃料 25,594

修繕費等 地方債 修繕費 42,086 収 支 -255,057 

財産借受料 諸収入 その他経費 1,745,331

その他経費 37,007 収入合計 80,638 支出合計 4,240,651

支出合計 1,300,294

補足事項収 支（円） -1,219,656
住民1人あたりの

年間負担額 6円/人

利用実績 10,763 利用率 90.5%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。



～

～

参考：指定管理者 収支

(単位：円)

(単位：円)

人

施設№ 327103

R6年度　　松江市公共施設カルテ

施設名 東出雲中央公園 所管課 スポーツ課・公園緑地課

基
本
情
報

代表地番 松江市東出雲町揖屋3349 - 1 財産分類 行政

用途地域 調整区域 施設の分野
屋外施設（スポーツ施
設）

敷地面積 155,402.42㎡
建物面積
（木造）

0.00㎡
建物面積

（非木造）
357.21㎡

主要建物の
建築年月日

S59.3.31
主要建物の
耐用年数

38年
主要建物の
経過年数

41年
避難所
指定

無

主要建物の
構造

鉄骨造
主要建物の
地上階数

1
主要建物の
地下階数

無し
保険
加入

加入

新旧耐震の
別

新耐震 耐震診断 無し

設置目的
(運動施設)スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため。
(公園)都市住民が、特に運動することを目的につくられた公園

施設概要 野球場、屋外運動場、テニスコート（ﾅｲﾀｰ設備あり）、都市公園

設置条例

松江市指定管理者の管理する運動施設設置及
び管理に関する条例
松江市都市公園条例（有料施設）

根拠法令 都市計画法第四条第六項

土地・建物
の借受元

一部民間人 借受期間 R6.4.1 R7.3.31 借受料 61,600円

借受面積
（土地）

428.00㎡
借受面積
（建物）

0.00㎡

管
理
運
営
情
報

運営形態 指定管理（非公募）及び直営 指定管理者 NPO法人　SPORTIVOひがしいずも

常駐職員 東出雲体育館に常駐 指定期間 R3.4.1 R7.3.31 指定管理料 6,720,301円

【市直接支出】 【市直接収入】

人件費等 施設使用料 【支出】 【収入】

委託料等 13,911,200
貸付料等

財産運用収入
167,013 人件費等

指定
管理料

6,720,301

うち指定管理料 6,720,301
光熱水費
負担金

152,167 委託料 利用料 1,700,130

電気 国・県補助金 電気
光熱水費
負担金等

ガス 基金繰入金 ガス 諸収入

上下水道 383,124 分担金等 上下水道 収入額合計 8,420,431

燃料 寄付金 燃料

修繕費等 1,661,000 地方債 4,350,000 修繕費 170,500 収 支 8,249,931

利用実績 9,740 利用率 12.0%

公
共
施
設
適
正
化

計画での
位置付け

適正化計画以
外の施設計画

松江市スポーツ施設長寿命化計画

分野別改善
の方向性

○松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点施設と位置付け、スポーツの推進を図るため有効に活用する。
○各地の屋外施設については、老朽化による大規模改修が必要になった場合は、立地状況や利用実態など総合的に判断
したうえで、地域ブロック制を図り重複機能などの統廃合を行う。
○稼働率、利用者数などが著しく低い施設は、原則更新しない。

財産借受料 61,600 諸収入 その他経費

その他経費 127,030 収入合計 4,669,180 支出合計 170,500

支出合計 16,143,954

補足事項収 支（円） -11,474,774
住民1人あたりの

年間負担額 59円/人


